
 

２０１０年９月２１日 一般質問 岐阜県山県市 寺町知正 

         (通告と、最初の答弁だけデータ化。再質問、答弁などは未掲載) 
 

３． 公務員人件費の削減と労働・賃金の分かち合い 答弁者／総務部長  

公務員は恵まれているとの声は相変わらず強い。 
官民格差の原因として指摘されることの一つに次がある。すなわち、「男尊女卑」という

言葉があるように、同じような言い慣らしで、戦前からの「官尊民卑」が制度上、あちこち
に残っているという指摘だ。元鳥取県知事で先日総務大臣に就いた片山さんは「公務員が

様々な面で一般と違う手続きになるのは、国家公務員が自分たちだけを特別扱いして制度設

計し、地方も追随してきた歴史があるため。」と指摘している。例えば、「公務員の年金(共
済年金)と民間人の年金(厚生年金)の格差」「公務員の遺族年金の範囲、対象の広さ」なども

典型だ。 

そこで、改めて現状を確認し、また、正規労働と非正規労働の格差も強く指摘されている
ので、そのあたりの政策転換も求める。 

 
今年３月１０日のこの議事場での予算案に関して私の質問と総務部長の答弁(山県市議会

定例会会議録９６ページあたりから)を前提にまとめれば次のようになる。 

一般会計の職員だけの人件費(３４０人)は２６億４千万円、一般会計の支出総額に対する
比率は２１．５％、これに、特別別会計・企業会計も加えると(３５５人) 人件費は２７億

７千万円、一般会計の支出総額に対する比率は２２．６％(含む市長ら特別職)。 
対して、臨時職員(２５３人／保育所など保険加入１２６人と短期で保険未加入１２７人)

の賃金は約２億３千万円、その他特別職の人件費(１５０２人)と議員関係がある。 

特別別会計・企業会計も全部含めた市の人件費の総合計は、３２億４千万円である。 
 

この一般職員の人件費の多さは見直さなければいけない。 

 
１． 総務省のデータ(Ｈ２１．４)では、山県市の「一般行政職」は 

「平均年齢 ４５．８歳 平均給料月額と諸手当月額＝平均給与月額＝３８４．４２０」 
 とある。ボーナスや諸手当、加算を含めた総額は「１７ヶ月」「１８ヶ月」分であろう。 

 

一般職の職員の年間の総所得(基本給、諸手当、加算分などすべて／課税や天引き前の額
面)の１００万円台単位の人数で見た分布はどのようか、 

《答・総務部長》 平成２１年分の一般職の全職員の、年間総所得の１００万円台単位毎の
人数分布は、２００万円台４人、３００万円台４４人、４００万円台８６人、５００万円台

４７人、６００万円台７５人、７００万円台７７人、８００万円台９人。 

 
２．職員給与に関する政策転換を図るべき。 

職員給与を見直すべき理由は、民間の給与実態が厳しくことが続いていること、自治体財

政が厳しいこと、などである。 
実際に、職員給与を１０％前後引き下げる自治体があるし(※)、岐阜県では６％～１３％

削減、名古屋市長は「人件費総額１０％削減」としているように、この傾向は強まっている。 
    

 

 そこで質問する。 



ア．山県市において、一般職の職員の基本給を「１０％」削減した場合の職員の年間の

総所得はどうなるか。 

《答・総務部長》 一般会計の職員の基本給を「１０％」削減した場合の職員の年間総所得
は、平均年齢である４３歳の場合 現行５３２万３，９９２円が、削減後４７９万３，９９

３円となる。 
 

イ．また、それら一般行政職全体の年間の総所得の合計は、どうなるのか。 

 《答・総務部長》一般会計の職員全体の年間総所得の合計は、３４０人で、現行１９億７，
３２３万６千円が削減後１７億８，５５０万１千円。 

 

 ウ．基本給１０％減の場合の市の人件費支出への影響の額と率を明らかにされたい。 
《答・総務部長》基本給１０％減の場合の市の人件費支出への影響額と率は、一般会計ベー

スで３４０人(現行２６億４千万円が)２４億５，２２１万２千円、支出総額に対する比率は
現行２１．５％から１．５ポイント下がり２０．０％。 

 

《問・寺町》職員給与を引き下げることは、法律的に許されないことか、可能なことか、政
策的に選択できることか 

《答・総務部長》 
 職員給与を下げることは違法ではない。多治見では手当てを引き下げている。 

 

《問・寺町》政府は人事院勧告以上に引き下げを検討していると報道されている。市はどう
するのか。  

《答・総務部長》市の職員給与は、県内の中でもワースト５なので、今の段階で、水準の全

体を引き下げることは考えない。 
 

 
３． 現在も昇給や勤勉手当で職員の「成果」などは評価しているというのだろうが、ほと

んどの役所で、形式的かつ一律的である。 

もっと、やる気のある職員、成果を出す職員の待遇を明瞭に引き上げることで、実は職員
の潜在能力を生かすことになる。 

基本給は少し下げて、他方で、メリハリのある「成果給」「業績給」「やる気給」を導入す
べきだと考えるが市はどう考えるか。 

もちろん、これは、選別や格付けでなく、要はやる気、しかも、市民のための仕事をする

というやる気を養うことだ。 
 

《答・総務部長》自治体の業務は市民課や税務課など窓口における住民サービスを実施する

分野から、産業建設部門などの道路や河川などの基盤整備を行う分野、高齢者や乳幼児など
の福祉部門、あるいは教育部門など幅広く、また職務も企画的事務から会計や庶務的なもの

まで多岐にわたる。民間のように売上金額や生産金額など数値にて客観的かつ公平に表すこ
とが困難で、成果給などを導入することは難しいのではないか。 

職員の勤務成績を反映させるものとしては、市は人事評価を実施しており、職員がその職務

を遂行するに当たり発揮した能力を把握した上で勤務成績の評価を行う能力評価を年二回
実施しており。その評価に基づき勤勉手当の成績率の決定や、昇給・昇任を実施する際の参

考としている。 
市民のための仕事をするということについて、今後国おいて地域主権が推進され地方に権



限が移譲され、今まで以上に市が行う業務が増大することを考えると、職員の能力開発と意

識改革は不可欠だ。 

 
４． 現在、多くの役所で、臨時職員など非正規の職員に負うところが増大している。しか

し、同一労働同一賃金の原則に反するとか、格差社会の助長であるとして、批判も高まりつ
つある。社会の望ましい姿とは逆の方向に自治体・役所がまい進していると私は考える。 

以前から、「ワークシェア」「仕事の分かち合い」ということを考えるべきと指摘されている。つまり、

労働者 1 人当たりの労働時間（仕事量）を減らすことで、社会全体での延べ労働時間（仕事の総
量）を小分けにして分配し直し、より多くの労働者で仕事を分かち合うことだ。 

非正規職員頼みになりつつあるのは山県市役所も同じ。これからは、市の方向性として、「正規

職員と非正規職員が賃金をシェアするように転換すること」を真摯に検討すべきではないか。 
俗な言葉で言えば、まずは、非正規職員の、小手先ではない「本質的な待遇改善」に取り組

むべきではないか。   
                   

《答・総務部長》現在の臨時職員の総数は２４２人。このうち社会保険の非加入者１０８人

は１日当たり２～３時間程度の勤務時間で年間２０日程度の健診補助業務や週の勤務時間
が２０時間に満たない児童施設や教育施設の臨時職員だ。また社会保険加入者１３４人のう

ち４０人は国の緊急雇用対策により約６ヶ月を期間として雇用しているもので一般行政職
と同一労働同一賃金の原則に反する勤務形態とはいえない。 

なお、本市においては庁舎勤務の一般行政職と同じ職務を行う臨時職員は、雇用していない。

非正規職員頼みになりつつあるということは当てはまらない。 
非常勤職員制度の改善について、官製プアを生み出しているとの指摘もあり、本年度に人事

院より日々雇用の非常勤職員の任用・勤務形態の見直しや育児休業等の制度改正などの勧告

がなされており、本市も、今後、その動向を注視しながらしかるべき対応をしていきたい。 
 


